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整理番号：農林水産省－ １  

 

令和４年度関税率・関税制度改正要望事項調査票（適用期限のある関税制度の延長） 

要望元：大臣官房新事業・食品産業部食品製造課  

 

品名（関税率関係）又は

制度名（関税制度関係） 

【品名】無糖ココア調製品（チョコレート製造用） 

【制度名】関税割当制度 

改正要望の内容 

 

○改正を要する法令及び条項 

 関税暫定措置法第２条第１項 

○具体的な内容 

 「令和４年３月 31日まで」とされているものを１年間延長する。 

税 番 
統計 

細分 
品     目 

改正前税率 改正後税率 ＷＴＯ 

譲許税率 
備  考 

基本 暫定 特恵 基本 暫定 特恵 

1806.20  210 無糖ココア調製品 

（チョコレート製造用） 

  25% 無税   × 

 無税 

  25%  無税   × 

 無税 

21.3%  

改正要望内容の 

施行期日及び適用期間 

○施行期日 

 令和４年４月１日 

○適用期間 

 令和４年４月１日～令和５年３月 31日 

改正を要望する品目又

は制度をめぐる状況 

① 現状 

無糖ココア調製品が使われるチョコレートの生産量は、近年、チョコレート（カ

カオ）の効果、効能のイメージ定着や健康ブームの流れに乗り、ビター系（ダーク

チョコレート）を中心に需要を押し上げ、堅調に推移してきたが、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、生産量は減少した。しかしながら、菓子全体の需要が大

幅に減少している中でも、チョコレートは一定の需要を維持しており、下げ幅は小

さい。 

本品目については、チョコレート製造業者に対し、一定数量の範囲内で無税によ

る安価な輸入ココア調製品（粉乳が主体）の供給を確保する一方、一定数量を超え

た分については高税率を適用することにより、国産粉乳の需要を確保し国内の酪農

業を保護している。 

 

② 問題点 

国産チョコレートの原料の一つである国産粉乳には内外価格差が存在しており、

さらにはチョコレートの製品関税が、日米交渉により昭和 63 年４月に大幅に引き

下げられた（20％→10％）。このため、安価な輸入チョコレートに国産チョコレー

トが価格面で対抗できるよう、原料コストを引き下げ、国内生産の減退を防ぐとと

もに、国産粉乳の仕向先を確保する必要がある。 

改正の必要性と目的達

成の見通し 

① 改正の方向性 

チョコレートの原料として使われる国産粉乳の代替品である無糖ココア調製品
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に関税割当を適用することにより、原料コストの低減を図ることが必要である一

方、国産粉乳の実需者の確保も必要であるため、暫定税率については一定割合の国

産粉乳の使用を要件としている。 

② 改正目的達成予定時期 

令和２年３月に「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」が示され

ており、適切に当該関連措置を実施しているところであるが、牛乳乳製品の国内生

産は構造改革の途上にあるため、安価な輸入品に対して充分な国際競争力が確保さ

れるまで、引き続き本制度が必要である。 

改正の効果と妥当性 ① 改正によって期待される効果 

一定数量の範囲内でチョコレート製造業者に対し、無税での原料の供給が確保さ

れることで国産チョコレートが輸入品に影響されず安定的に生産されるとともに、

一定数量を超えた分については高税率を適用することにより国産粉乳の実需者を

確保し国内酪農業を保護することができる。 

 

[令和２年度における「減税額」（試算値)] 

（無糖ココア調製品） 

・輸入実績：5.3千トン、2,132百万円 

・減税額：2,132百万円×（21.3％－0％）＝454百万円 

・関税割当てを受けた者の数：21 

 

・1次税率の無糖ココア調製品の粉乳分と国産粉乳との抱き合わせプール価格 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

571円/kg 549円/kg 531円/kg 

 

・2次税率の無糖ココア調製品の粉乳価格 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

664円/kg 678円/kg 666円/kg 

 

・チョコレート製造における国産粉乳使用量 

 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

生産量（ｔ） 9,623 10,297 7,893 

ﾁｮｺﾚｰﾄ生地向

け粉乳量（ｔ） 

5,479 5,448 4,074 

 

② 改正によって生じうる影響 

 特になし。 

 

③ 改正の妥当性 

国産粉乳の実需者を確保する一方、チョコレート製造業者に対して安価な原料の

供給を確保し、輸入製品に対する国際競争力を強化するためには、本制度の維持が

最も効率的である。 
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政策評価・関連措置 ① 本要望に関連する政策評価 

－  

② 当該政策評価の結果と改正の関係 

－ 

③ 政府方針と改正の関係 

以下の政府方針の達成のためには、本措置の延長により国内生産者を保護し、国

内需給の安定を図ることが不可欠である。 

【農業競争力強化プログラム】 

・ 11 肉用牛・酪農の生産基盤の強化策 

・ 13 牛乳・乳製品の流通等の改革 

 

④ 関連措置 

【酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律】 

・ 酪農及び肉用牛生産の近代化を総合かつ計画的に推進するための措置。 

・ 酪農適地に生乳の濃密生産団地を形成するための集約酪農地域の制度。 

・ 上記に関連して生乳等の取引の公正、牛乳及び乳製品の消費の増進を図るた 

めの措置 

  

○ 改正経緯 

これまでの改正状況 無糖ココア調製品の関税割当制度は、昭和 63年度に導入されて以来、現在まで延

長されている。 

措置による効果 「改正の効果と妥当性」と同じ。 

 


